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作成日：令和８年４月 1 日 

 

１ 事業運営主体概要 

対象事業所の名称 グループホーム  あすか 

運営法人の名称 アトム商事株式会社 

運営法人の代表者名 代表取締役   小中  準一 

運営法人の所在地 
札幌市西区西町北１２丁目４番７号 

ＴＥＬ ０１１－６６４－３７７３   ＦＡＸ ０１１－６６６－２２５５ 

他の介護保険関連の事業 
・指定居宅介護支援事業所 あすか 

・指定（介護予防）通所介護事業所 あすか 

他の介護保険以外の事業 燃料販売業、不動産賃貸業 

 

 

２ 事業所概要 

事業所の名称 グループホーム あすか 

事業所の目的 

 要介護又は要支援２で認知症の状態にあるもの（認知症の原因となる疾

患が急性の状態にある者を除く。）に対し、共同生活住居（ユニット）におい

て、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護

その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその

有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援することを

目的とする。また、併せて指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

は、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持

又は向上を目指すものとする。 

事業所の運営方針 

・事業所において提供するサービスは、介護保険法並びに関係する厚生労

働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。 

･利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努

めるとともに、個別の認知症対応型共同生活介護計画又は介護予防認

知症対応型共同生活介護計画を作成することにより、利用者が必要とす

る適切なサービスを提供する。 

・利用者及びその家族に対し、サービスの内容及び提供方法についてわか

りやすく説明する。 

・適切な介護技術をもってサービスを提供する。 

・常に、提供したサービスの実施状況の把握及び評価を行う。 



事業開始年月日 平成１６年 ３月 ８日 

保険事業者指定番号 札幌市 事業所番号 ０１７０４０１０１２号 

事業所の所在地等 
札幌市西区西町北１２丁目４番３号 

ＴＥＬ ０１１－６７１－２５５３  ＦＡＸ０１１－６７６－３３２８ 

敷地概要 敷地面積  ３３３．３８㎡ 

建物概要 
構   造   木造２階建（準耐火構造） 

延床面積   １９８．２７㎡（５９．９８坪） 

事業者の代表者 代表取締役 小中準一 

ユニットの管理者 ユニット名 あすか   管理者名 石塚隆康 

共同生活住居(ユニット)数 １ユニット 

居室の概要・入居定員 

ユニット名 あすか   定員 ９名（個室９室） 

 設備：照明器具、暖房 

 面積：９．７２㎡（全室）  

共用施設の概要 
ユニット名 あすか 

 居間及び食堂１、台所１、浴室１、トイレ２、洗面室１、洗濯室１、相談室１ 

防犯防災設備  消火器、防火カーテン、誘導標識、火災報知機、火災通報装置・スプリンク

ラー、非常用電源装置 非難設備等の概要 

緊急時の対応方法 主治医又は協力医療機関に連絡し、適切な措置を講じる。 

損害賠償責任保険加入先 あいおいニッセイ同和損保保険株式会社 

交通の便 地下鉄 発寒南駅より 徒歩 ５分 

 

 

 

３ 職員体制 

 （１） 職員の職種、員数 

 

 ユニット名 あすか 

職員の職種 
員
数 

常 勤 非常勤 

保有資格 
専従 

兼務 

(兼務する職種) 
専従 

兼務 

(兼務する職種) 

管理者 １  １（介護職）   介護福祉士 

計画作成担当者 １    １（介護職） 介護支援専門員 

介護従業者 １０ ４ １（管理者） ５  介護福祉士、他 

看護職員 (１)     看護師（訪問看護） 

 



 

（２） 職員の職務内容 

職員の職種 職務内容 

管理者 

事業所の従業者の管理及び兼務の実施状況の把握その他の管理を一元的

に行うとともに、従業者に事業の実施に関し法令等を遵守させるための必要

な指揮命令を行う。 

計画作成担当者 それぞれの利用者の状況に応じた介護計画を作成する。 

介護従業者 指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護の提供に当たる。 

 

 

 

４ 勤務体制  

管理者 日勤（８：００～１７：００）、夜 勤 （１６：３０～９：３０） 

計画作成担当者 日勤（９：００～１４：００）、日勤（８：３０～１７：３０） 

介護従業者 
昼間の体制（月～日） 

日 勤 （ ８：００～１７：００） 

遅番Ａ （ ８：３０～１７：３０） 

遅番Ｂ （１０：３０～１９：３０） 

夜間の体制（月～日） 夜 勤 （１６：３０～９：３０） 

看護職員 日勤（週 １回・訪問看護） 

 

 

 

５ サービス及び利用料等 

（１） サービス及び利用料 

  （保険給付サービスについては包括的に提供され、下記の基本料金表のとおり要介護度等に応じて定

められた金額（省令により変動あり）が自己負担となる。） 

保

険

給

付

サ

ー

ビ

ス 

食 事 の 提 供 及 び  

介助・支援 

利用者の身体状況、嗜好、栄養バランスに配慮した食事を適切な介助のもと

で提供する（食材料費は給付対象外）。食事は離床して食堂でとっていただく

よう配慮する。 

排泄の介助・支援 
利用者の状況に応じ、適切な排泄の介助と排泄の自立支援を行う。 

おむつを使用される場合は必要に応じ随時交換する。 

入浴（清拭）の提供

及び介助・支援 

利用者の状況や希望に応じ、必要な回数の入浴又は清拭を適切な介助のも

とで提供する。 

日常生活上の機能

訓練 

日常生活の中での離床援助、屋外散歩同行、家事共同、レクリエーション、行

事等により生活機能の維持、改善に努める。 

健康管理等 
看護師が週１回勤務しており、利用者のバイタルチェック等日常的な健康管理

を行う。また、看護師による医療機関（主治医）との必要な連絡・調整を行う。 

行政機関への手続き

代行等 
必要に応じて、郵便、証明書等の交付申請の代行などを行う。 



 
相談・援助等 

利用者又は家族からの相談に誠意を持って応じ、可能な限り必要な援助を行

う。 

その他、利用者の洗濯、清掃、着替え整容などの日常生活上の世話や利用者の趣味・嗜好に応じた

活動の支援を行う。 

保
険
給
付
外
サ
ー
ビ
ス
及
び
そ
の
他
の
利
用
料
等 

敷金 
４５，０００円（退去時に未納金に充当又は居室の原状回復等にかかる費用に

充当し残額は返還します。）※生活保護受給者の場合３６，０００円 

居室利用料（家賃） 
月額４５，０００円（日額１，５００円） 

※生活保護受給者の場合、月額３６，０００円・日額１，２００円 

食事の提供に係る食

材料費 

月額４３，４００円（３１日の場合・日額１，４００円） 

（欠食の場合、３日前までに申し出ることとし、料金は申し受けません。） 

（朝食３５０円、昼食４６０円、夕食５９０円、おやつ含む） 

光熱水費 月額２０，６００円（日額６８７円） 

暖房費(１０月～４月) 月額１１，０００円（日額３６７円） 

自己日用品 実費（利用時） 

・ 食事を提供しなかった場合の食材料費は、月額から１食単位の食材料費を差し引いた金額を請求

する。欠食の場合平日は３日前、土日祝日をはさむ場合は５日前までに申し入れがない場合は実

費を頂いております 

・ 月途中での入退居した場合の入退居月の取扱い 

   入居日数（入退居日含む）に応じて、基本料金、家賃、光熱水費及び暖房費は、日額に入居日数

を乗じた金額を請求する。食材料費は、食事を提供した分を１食単位で請求する。 

・ 入院・外泊期間中の取扱い 

   入院又は外泊の初日及び最終日を除き、介護保険分、食材料費は請求しない。 

   居室利用料（家賃）、水道光熱費、暖房費は入院又は外泊期間中であっても請求する。 

 

 

 

（２） 基本料金表（１日あたり利用者負担：１割） 

 

 要介護度 介護費 
医療連携

体制加算 

サービス提供

体制加算Ⅰロ 

介護職員処遇

改善加算Ⅰ 
合 計 

介護予防認知症対

応型共同生活介護 
要支援２ ７７２円  １８円 １４７円 約９３７円 

認知症対応型共同

生活介護 

要介護１ ７７６円 

３７円 

 

１８円 

 

１４８円 約９７９円 

要介護２ ８１２円 １５４円 約１，０２１円 

要介護３ ８３６円 １５８円 約１，０４９円 

要介護４ ８５３円 １６２円 約１，０７０円 

要介護５ ８７１円 １６５円 約１，０９１円 

※ 初期加算として、入居後３０日間に限り日額３０円が加算となります。 



 

基本料金表（１日あたり利用者負担：2 割） 

 要介護度 介護費 
医療連携

体制加算 

サービス提供

体制加算Ⅰロ 

介護職員処遇

改善加算Ⅰ 
合 計 

介護予防認知症対

応型共同生活介護 
要支援２ １，５４４円  ３６円 ２９４円 約１，874 円 

認知症対応型共同

生活介護 

要介護１ １，５５２円 

７４円 

 

３６円 

 

２９６円 約１，９５８円 

要介護２ １，６２４円 ３０８円 約２，０４２円 

要介護３ １，６７２円 ３１６円 約２，０９８円 

要介護４ １，７０６円 ３２４円 約２，１３２円 

要介護５ １，７２４円 ３３０円 約２，１６４円 

※ 初期加算として、入居後３０日間に限り日額６０円が加算となります。 

 

基本料金表（１日あたり利用者負担：3 割） 

 要介護度 介護費 
医療連携

体制加算 

サービス提供

体制加算Ⅰロ 

介護職員処遇

改善加算Ⅰ 
合 計 

介護予防認知症対

応型共同生活介護 
要支援２ ２，３１６円  ５４円 ４４１円 約２，５１２円 

認知症対応型共同

生活介護 

要介護１ ２，３２８円 

１１１円 

 

５４円 

 

４４４円 約２，６５４円 

要介護２ ２，４３６円 ４６２円 約２，７７１円 

要介護３ ２，５０８円 ４７４円 約２，９４５円 

要介護４ ２，５５９円 ４８６円 約２，９９６円 

要介護５ ２，６１３円 ４９５円 約３，０６０円 

※ 初期加算として、入居後３０日間に限り日額６０円が加算となります。 

 

 

６ 入居に当たっての留意事項 

面会 
・ 来訪者は面会の都度職員に届出ください。 

・ 面会時間については特に定めはありません。 

家族の宿泊 ・ 事前に届出、許可を得てください。 

外出・外泊 

・ 外出・外泊前に行き先と帰宅予定日時を所定用紙にご記入の上、届出くださ

い。 

・ 帰宅時間等、門限は守ってください。 

住居・居室の利用 

・ 自傷行為、他害行為のないように留意してください。 

・ 喧嘩、口論等で他人に迷惑をかけないように留意してください。 

・ 設備、備品について適切に使用してください。 

・ 食事その他家事等には、可能な限り協力してください。 

・ 体調等異変があったらすぐに管理者及び職員に申し出てください。 

・ 当所のサービスに異議等ある場合は管理者に申し出て相談ください。 



喫煙・飲酒・ペット ・  当所では禁止です。 

 

 

 

７ 非常災害対策 

防火管理者 アトム商事株式会社 管理者 石塚 隆康 

非常災害時の対策 
別に定めた消防計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制の

整備などの非常災害への対策を講ずる。 

避難訓練 年２回実施（５月、１０月） 

 

 

 

８ 協力医療機関 

協力医療機関名 医療法人友善会琴似ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 宮の森在宅クリニック 

所在地・電話 
札幌市西区琴似３条２丁目８番１８号 

ＴＥＬ０１１－６１２－０３３３ 

札幌市中央区北５条西２６丁目 

１－５－２０３ 

ＴＥＬ０１１－６９９－６４５６ 

診療科目・ベッド数等  内科・消化器内科 内科、皮膚科 

協力内容 

・ 日常の診察、治療、保健指導 

・ 必要時及び定期的な往診、健康診断  

・ 入院が必要となった場合の入院先

手配 

・ 専門医療が必要な場合の適切な医

療機関の紹介 

・ 日常の診察、治療、保健指導 

・ 必要時及び定期的な往診、健康診断  

・ 入院が必要となった場合の入院先

手配 

・ 専門医療が必要な場合の適切な医

療機関の紹介 

協力医療機関名 勤医協札幌西区病院 在宅医療部 なかお歯科クリニック 

所在地・電話 
札幌市西区西町北１９丁目１－１８ 

ＴＥＬ０１１－６６１－２９８８ 

札幌市北区太平５条３丁目１－６ 

ＴＥＬ０１１－７７３－８０２０ 

診療科目・ベッド数等  内科、消化器科、循環器科 歯科 

協力内容 

・ 日常の診察、治療、保健指導 

・ 必要時及び定期的な往診、健康診断  

・ 入院が必要となった場合の受入れ 

・ 専門医療が必要な場合の適切な医

療機関の紹介 

・ 日常の診察、治療、保健指導 

・ 必要時及び定期的な往診、健康診断  

・ 専門医療が必要な場合の適切な医

療機関の紹介 

 

 

９ 苦情相談機関等 

ホーム苦情相談窓口 
ユニット名 あすか 管理者 石塚隆康 

ＴＥＬ（０１１）６７１－２５５３ ＦＡＸ（０１１）６７６－３３２８ 

苦情処理の体制・流れ  １ 利用者又は家族から詳しい事情を聞くと共に、関係職員からも事情を聞く。 



２ 問題点を把握し、管理者、計画作成担当者及び介護従業者等で解決策を検

討・調整する。（必要に応じて検討会議を行う） 

３ 検討後速やかに、問題の解決策について、利用者及び家族等に説明し了承を

得ると共に、具体的な対応を行う。 

４ 苦情の内容などに関する記録を行う。 

５ 問題の解決後も、その改善状況について随時点検を行い、再発防止に努め

る。 

外部苦情申立て機関 

・ 北海道福祉サービス運営適正化委員会 

   札幌市中央区北２条西７丁目 かでる２・７   ３階 

   ＴＥＬ（０１１）２０４－６３１０ 

・ 北海道国民健康保険団体連合会 

   札幌市中央区南２条西１４丁目 国保会館 

   ＴＥＬ（０１１）２３１－５１６１ 

・ 福祉サービス苦情相談センター 

   札幌市中央区大通西１９丁目 札幌市社会福祉総合センター ２階 

   ＴＥＬ（０１１）６３２－０５５０ 

・  その他、札幌市保健福祉局保健福祉部介護保険課や各区役所の保健福祉部

保健福祉課にもご相談できます。 

 

 

 

１０ 事故発生時の対応 

事故発生時の処置 

サービスの提供により事故が発生した場合には、応急処置や医療機関への連絡

等の必要な措置を講ずると共に、利用者の家族等に連絡を行う。また、必要に応

じて市町村に報告する。 

損害賠償 賠償すべき事故が発生した場合には速やかに損害賠償を行う。 

事故後の措置 
事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すると共に、事故の原因を

解明し、再発生を防ぐための対策を講ずる。 

 

 

 

１１ その他の重要事項 

機密保持 
サービス担当者会議等において、利用者及びその家族の個人情報を用いる場合

はあらかじめ文書により利用者及びその家族の同意を得る。 

身体不拘束 

・ サービス提供に当たっては、利用者の生命又は身体を保護するために緊急や

むを得ない場合を除き、身体拘束等を行わない。 

 

・ 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、文書にて利用者及び家族に説明し

同意を得る。また、これらの状況を記録し、保存する。 



自己・外部評価 

・ 定期的に(年１回)提供するサービスの自己評価を行い、また外部評価を受け、

それらの結果を公表し、常にその改善を図る。 

・ 直近の自己評価及び外部評価の結果は別添のとおり。 

 

 


